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議 事 日 程（１０月定例会） 

 

日程第１ 議案第 29号 高松市歴史資料館等協議会委員の委嘱について  

日程第２ 報告事項   

 １ 平成３０年度全国学力・学習状況調査に係る結果の考察と今後の指

針について 

 

 ２ 高松市新設第二学校給食センター（仮称）運営方式検討報告書につ

いて 

 

 ３ 高松市子ども読書まつりの行事について  

 ４ 平成３１年度高松市立幼稚園利用申込みについて  

日程第３ 議案第 30号 成年年齢の引下げに伴う成人式の在り方について  

 

 

 

 



 

【平成３０年１０月２３日（火） 議 事 内 容】 

 

午前９時３０分 開会 

 

教育長が、会議録の署名委員に富家委員を指名。 

 

日程第１ 議案第２９号 

議案第２９号 「高松市歴史資料館等協議会委員の委嘱について」 

 

文化財課長から高松市歴史資料館等協議会委員の委嘱について説明。 

 

＜質疑＞ 

○ 教 育 長  公募については、何名の応募がありましたか。 

○ 文化財課長  男性１名、女性１名の２名となっております。香川大学を退職された名誉

教授の方と、瀬戸内国際芸術祭でも御存じの、大島の社会交流館で学芸員をされてい

る方になります。 

 

教育長が、各委員に諮り、原案のとおり可決。 

 

 

 

日程第２ 報告事項 

報告事項１ 「平成３０年度全国学力・学習状況調査に係る結果の考察と今後の指針に

ついて」 

 

学校教育課長から、平成３０年度全国学力・学習状況調査に係る結果の考察と今後の指針 

について説明。 

 

＜質疑＞ 



 

○ 委 員  市で分析をしたことが学校でどのように生かされ、また、学校では個々の先

生にどのように広げていますか。 

○ 学校教育課長  全ての問題ではありませんが、正解率が低い問題について、誤答として

多かった解答について分析しています。この学力・学習状況調査は６年生を対象とし

ておりますが、他の学年の教員につきましても、教員が同じように問題を解き、子ど

もたちの傾向を知っていただいております。このことにより、自校の児童生徒の傾向

を考察し今後の授業改善に役立てるよう、各学校を指導しております。 

○ 教 育 長  夏休み直前に、国から各学校の結果が示されました。先日まで校長面談があ

りましたので、私の方からの質問で、全国学力・学習状況調査の分析を各学校でどの

ようにしたのか聞かせていただき、それぞれの学校の取組については把握しておりま

す。６年生だけの問題ではなく、全ての教科に対してお願いをしたところです。 

     ２ページのところに、調査をした児童生徒数がありますが、本市の小学校の生徒が

約３，７００人、中学校の生徒が約３，５００人でして、県全体の６年生の生徒数が

約８，１００人、そのうち６年生は約７，９００人であり、本市の生徒が４割以上を

占めていますので、本市の結果が香川県の結果を左右しているとも言えます。先生方

にも、このような意識を持っていただき、取り組んでいただいております。 

○ 委 員  無解答率について教えていただきたいのですが、２ページのところで、小学 

   校は「全国の無回答率より低くなっている」とあり、中学校は、「全体の半数を少し

超える問題で全国の無回答率より低い」とありますが、子どもが苦手とする問題は傾

向として同じ問題ですか。 

○ 学校教育課長  まず、無解答に対する御質問ですが、数年、気になっている課題です。 

出来ない問題もありますが、分からない問題に対してもできる限り考えて記入するよ

うに各学校に指導しております。小学校につきましては、結果的に間違っていても解

答する子どもが増えてきました。中学校においても無解答が全国より高い問題も、そ

の差はほとんどありません。記述式の問題も、無解答は減っておりますが、苦手な子

どもは選択式、記述式とも無解答という傾向がありました。しかし、ここ数年は改善

の方向に進んでいますので、子どもたちは頑張っていると思います。 

○ 委 員  分かりました。記述式になりますと、解答する力が必要になりますので、そ

のあたりを育てる教え方、指導をお願いできたらと思います。 



 

○ 学校教育課長  問題を理解する、一問一答式ではない問題が多く、重ねて解いていかな

ければ答えにたどり着けない問題もあり、途中で挫折する子どもたちもいます。 

○ 委 員  教える方も大変だとは思いますが、よろしくお願いします。 

○ 委 員  勉強に関しては予習、復習をする、与えられたことをこなすことについては

優秀ですが、応用し、自ら積極的に勉強することは苦手な傾向があるような気がしま

す。このことは、自己有用感があるか、「地域の行事に参加している」や「自分で計

画を立てて勉強をしている」というところにつながっているように感じます。この傾

向は数年続いていますね。 

○ 学校教育課長  自尊感情につきましても、ここ数年の課題となっております。全国と比

べると本市の方が低くはなっています。しかし、小学校では、「自分には、よいとこ

ろがあると思う」の回答は全国とほぼ同じとなっていますが、経年変化で見ますと、

昨年より増えております。本市としては上昇はしておりますが、全国で比較すると少

し足りないというところです。様々な面で、子どもたちのいいところを見つけ、褒め

るということを各学校に話しております。主体的に活動することにおいても、授業面

でも取り上げ、多くの学校で子どもたちの活動を重視した授業改善を進めております

ので、今後、向上してくると期待しております。 

○ 委 員  結果のところで、「ほぼ同等」「高い」等ありますが、どれくらいの範囲であ

れば「ほぼ同じ」という表現になるのですか。 

○ 学校教育課長  統計上、優位性があるか、そうとは言い切れないかにより、「高い」、「低

い」、「ほぼ同じ」等の表記をしております。 

○ 委 員  概要のところの表現についてはどうですか。 

○ 学校教育課長  国語、算数・数学、理科の概要の記述も同様な観点からの表記をしてお

ります。 

○ 委 員  範囲の境の数値はどこかに掲載していますか。 

○ 学校教育課長  掲載していません。 

○ 委 員  何か理由があって掲載していないのですか。 

○ 学校教育課長  数値での標記をしますと、市の平均解答率の数値を割り出せる可能性が

あるからです。 

○ 委 員  分かりました。 



 

○ 教 育 長  「自分には、よいところがあると思う」の結果については、先程、課長から

も説明がありましたが、小学校においては昨年度の全国平均と比べましても高くなり

ましたが、全国も伸びており本市としては大きく伸びましたが、全国との差は縮まっ

てきてはいます。中学校の方は低いですが、それでも昨年度よりポイントとしては上

がっています。 

○ 委 員  何か特別に取り組まれていることがあるのですか。 

○ 教 育 長  子どもたちの認め方など、継続して香川県の課題として取り組んでいる結果

が、少しずつ出ているのではないかと思います。 

○ 委 員  就学時健康診断時にお話に行かせていただいていますが、自己有用感を育ん

だり自己肯定感を高めること、また、子どもを褒めたり、自分が役に立っていること

を伝えることは、学校だけでなく家庭での教育の在り方も大切だといつも感じていま

す。 

○ 教 育 長  教員にもよく伝えていますが、その時に褒めることも大切だが、例えば一日

経ち、「昨日はよく頑張ったね」など、時間が経ち褒めることにより、子どもたちの

心にも残るのではないかと思います。褒め方、子どもに寄り添い方などしっかりと大

人が学んでいかなければいけないと思います。 

     「地域の行事に参加している」では参加している子どもと、参加していない子ども

と極端に分かれています。 

○ 委 員  先日、学校訪問をさせていただいた時、主体的な活動を頑張っていることが、 

自己肯定感を上げることができたのではないかと先生が分析されていました。教員側

が褒める場を作り、子どもたちも自己達成感が持てる、主体的に活動できる場を作っ

ていく、とてもよい事例が各学校にありましたので共有できれば良いと思いました。 

○ 教 育 長  事例の交換会等、そういった機会を設けられると良いですね。 

○ 学校教育課長  各学校へ機会をとらえまして、紹介してまいりたいと思います。ありが 

とうございます。 

 

 

 

報告事項２ 「高松市新設第二学校給食センター（仮称）運営方式検討報告書について」 



 

 

保健体育課長から、高松市学校給食運営検討委員会から本市に提出された検討報告書

について説明。 

 

＜質疑＞ 

○ 委 員  民間委託契約となった場合ですが、現在は各ブロックに分かれていても、同

一献立になっていますが、委託業者の栄養士の方も献立を立てるようになると、どの

ようになるのですか。 

○ 保健体育課主幹  ブロックについては、もう一つ新しいブロックを作るのか、近隣のブ

ロックに入るのかは現段階では未定です。委託となりますと、委託先の栄養士の方に

も献立委員会等に参加していただき、他のブロックと同様にする予定です。 

○ 委 員  献立が変わる予定はないということですね。 

○ 保健体育課主幹  はい。 

○ 教 育 長  地場産物を提供することについても、これまで通りということですね。 

○ 保健体育課主幹  はい。食材に関しましては、これまでどおり設置者の方で準備します

ので、学校給食会を通じてとなります。調理の部分だけを委託業者にお願いするよう

になり、他の部分は何も変わりません。 

○ 保健体育課長  市の学校給食会の中に、献立委員会や物資購入委員会等があり、市の方

で責任を持って行います。 

○ 教 育 長  食材の検収は委託業者がするのですか。 

○ 保健体育課主幹  はい。委託業者が検品し調理をするようになります。 

○ 教 育 長  委託業者は調理をし、各学校に配送し、調理器具等の片づけ、清掃までを行

うのですね。 

○ 保健体育課主幹  はい。別資料の４ページを御覧ください。調理作業と洗浄等作業の着

色している部分を委託するようになります。 

○ 教 育 長  先程も説明はありましたが、契約次第とは思いますが、栄養士はいるのです

ね。 

○ 保健体育課主幹  はい。仕様書でも謳いますし、委託業者が栄養士を段取りします。市

の方にも県費の栄養教諭等がつきます。 



 

○ 教 育 長  その栄養教諭が学校の指導にこれまで以上に関われるということですか。 

○ 保健体育課主幹  はい。期待できます。 

○ 教 育 長  受託業者の選定に関して様々な要望が出ておりますが、本市の学校給食とし

ては初めてですが、条件を満たすようなところはありますか。 

○ 保健体育課主幹  既に委託を導入している他市からも情報を集め、全国規模の会社が４

社あります。会社ごとに特性がありますので現在分析中です。いずれも全国展開をし

ている会社です。 

○ 委 員  別資料１３ページのところで、概算費用の内訳で人件費について、直営方式

と民間委託方式ではかなり差がありますが、直営方式は実績であり、民間委託方式は

見積を取ったということですか。 

○ 保健体育課主幹  はい。民間委託方式は、見積の平均で算出しております。直営方式に

つきましては、新規職員の採用がなく、職員の平均年齢が上がり給料も上がるため、

そういった特徴がございます。 

○ 委 員  同じような人数に対して、差があると思いましたが、そういった理由なので

すね。分かりました。 

○ 委 員  人件費の話がでましたが、委託になった場合、現在いる職員の方はどのよう

になるのですか。 

○ 保健体育課主幹  委託となりますと、現在対象となる学校にいる調理員の方は、別の調

理場に人事異動となります。 

○ 保健体育課長  新しくセンターが出来ることにより、さらに人員も必要になりますが、

民間業者が雇用することになります。 

○ 教 育 長  今後のスケジュールをお伝えしましたとおり、来月の定例会で運営方式を議

決したいと思いますので、それまでに資料等見ていただければと思います。 

 

 

 

報告事項３ 「高松市子ども読書まつりの行事について」 

 

中央図書館長から、「中学生ビブリオバトル 高松の陣２０１８」に係る参加者の概要及



 

び「第１４回 高松市子ども読書まつり読書感想画展」、「第７回 高松市図書館を使った調

べる学習コンクール」に係る入賞者の概要について説明。 

 

＜質疑＞ 

 

（発言する者なし） 

 

 

 

報告事項４ 「平成３１年度高松市立幼稚園利用申込みについて」 

 

こども園運営課長補佐から、平成３１年度高松市立幼稚園利用申込みについて報告。 

 

＜質疑＞ 

○ 教育局長  確認ですが、１号認定の利用申し込みについて、特別支援を要する幼児につ

いては１０月２２日から１１月１日、それ以外の幼児については１１月１９日から１

２月７日なのですね。 

○ こども園運営課長補佐  そうです。 

○ 教 育 長  これまでに特別教育支援会で入園できないことはありましたか。 

○ こども園運営課長補佐  あります。 

○ 教 育 長  どのような場合ですか。 

○ こども園運営課長補佐  例えば、３歳児のお子さんで車いすを利用されており、園内の

施設が車いすに対応できていない場合、子ども一人につき一人の先生が付いているわ

けではありませんので、入園をお断りしたことがあります。園長の判断にもよります

が、保護者同伴で体験入園をしていただき、お子さんの様子を見ながら１時間程度遊

びに来るようなことをしているところもあります。 

○ 教 育 長  小学校の場合は義務教育ですので、その学校へ入学するとなりますと施設面

を改修して入学となります。 

○ こども園運営課長補佐  ３歳児での入園の申し込みの場合、小学校就学を見据えて５歳



 

児で就園が可能であれば、出来るだけ入園できるようにしたいと考えております。 

 

 

 

教育長が日程第３ 議案第３０号について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

１４条第７項の規定により、会議は公開しないことを各委員に諮り、非公開とすることに決

する。 

 

日程第３ 議案第３０号 

議案第３０号 「成年年齢の引下げに伴う成人式の在り方について」 

 

＜非公開審議、内容不記載＞ 

 

 

午前１０時４８分 閉会 

 

 

 

議決事項 

「高松市歴史資料館等協議会委員の委嘱について」 

「成年年齢の引下げに伴う成人式の在り方について」 

 

 

 


